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政策評価審議会提言（素案） 
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政策評価審議会提言 
 

ポストコロナ新時代における行政の評価への指針 
～政策改善に役立つしなやかな評価とするために～ 

 
 
はじめに 

2010年代から人口減少の局面に入った我が国では、以前から少子化・高齢化、デ
ジタル技術の発展などの社会経済の急速な変化を踏まえ、「行政の対応が必要」で
あると様々な課題が提起され、具体的な施策も講じられてきた。しかし、その対応
の実績は、必ずしも十分ではなかったということが、新型コロナウイルス感染症が
拡大する中で、迅速に必要な措置を行おうとする際に的確に対応できなかったこと
等により、強く認識されるに至ったと言える。従来の社会環境を前提に構築されて
きた仕組みそのものを問い直し、持続可能なものに抜本的に改善していくことが喫
緊の課題となっている。政策や施策を考える際に、このことを今まで以上に強く認
識する必要があることは、多くの人が共感するところだろう。政策評価制度は令和
３年に導入から20年目を迎えるが、行政の改善を目的として行われるべき「行政の
評価」は、これまで、基本的には現行の仕組みや取組を前提として、その中で効率
等を高めるために何をしたらよいかという課題設定で行われてきたと言える。しか
し、それでは、現在求められている現行の仕組みそのものを問い直すようなニーズ
に十分に応えきれないであろう。政策評価審議会（以下「審議会」という。）は、
このような認識の下、令和2年夏以降、政策評価のこれまでの実務の蓄積を踏まえつ
つ、今後の行政の評価の向かうべき方向について審議を行った。この提言は、その
審議結果をまとめたものであり、総務省組織令（平成12年政令第246号）第123条第
1項第２号の規定に基づき、総務大臣への意見として提出するものである。 
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Ⅰ 行政の評価のあるべき姿 
 

現状認識 
「行政の評価」として、審議会で扱ったのは、行政機関が行う政策の評価に関

する法律（平成13年法律第86号。以下「政策評価法」という。）に基づき各府省
が行う政策評価や、総務省（行政評価局）が同法及び総務省設置法（平成11年法
律第91号）に基づき調査して行う評価（以下「行政評価局調査」という。）であ
る。 
審議会は、政策評価については、各府省の政策評価の担当者に対し、現在の業

務の実情や担当者としての考え方についてアンケートやヒアリングを行い、総務
省の業務については、総務省行政評価局から実情の説明等を受けた。そこから行
政の評価の現状について、次のような課題認識を得た。 
まず、第一点としては、それぞれの業務のやり方が特定の形にこだわって、結

果として、「行政の評価」の本来の目的に、かけている労力の割には十分にかな
っていないのではないかということである。言うまでもなく、「行政の評価」の
目的は、その評価をすること自体ではなく、いわゆるＰＤＣＡのCとして行われ、
結果を政策や施策の改善に役立てていくことである。 
しかし、政策評価を見ると、各府省の実務は「目標管理型」の政策評価（以下

「目標管理型評価」という。）によって担当する業務を網羅して「評価」するこ
とに注力されているように見える。ある担当者は、「評価が政策の立案や見直
し・改善のプロセスにおける位置づけが必ずしも明確でなく、政策の改善につな
げるための活動というよりは、評価すること自体を目的として活動（政策評価書
を作成するための作業）、いわば「評価のための評価」となってしまっている状
況ではないか」と自省する。行政評価局調査についてみれば、全国の調査網から
様々な行政実例を得ながらも、十分な考察や分析によって、それらを通ずるシス
テム的な改善の「勧告」を導くことを重視するあまり、把握した個々の事案につ
いての担当部署の迅速なアクションを導くにはタイミングを失したり、現行制度
を物差しとした手堅い分析にとどまったりする向きがある。これでは、制度の前
提を変えてしまうような大きな環境変化の際に必要な評価につながりにくい。 
第二点としては、評価のユーザーたる者（政策の立案者、ひいては政府の様々

な取組に関する情報を求める国民をいう。以下単に「ユーザー」という。）のニ
ーズを探り、それに応ずる情報を、評価によって、より良く、より豊富に提供し
ようとする意欲が希薄に感じられることである。 
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これは、政策評価についてみれば、第一点で触れた「目的化」した評価書を読
んだ者の感想として、あって不思議ではないと言えるだろう。多くの人が一つの
政策として認識するような政策パッケージについての政策評価を知るためには、
複数の関連する部局の目標管理型評価（多くの場合、部局単位の枠組みで行われ
ている。）の評価書を集め、読み解いていかなければならない場合も少なくな
い。行政評価局調査についてみれば、調査テーマの検討時にたまたま話題となっ
た問題意識や調査によって把握した個別具体の事例についての評価の要請に引っ
張られて微視的となる向きがある（いわゆる「重箱の隅をつつく」）。これで
は、テーマによっては、経済社会の変化の中で生じている課題や政策をめぐる大
きな環境変化の情報やそれらを踏まえた評価にこそ、ユーザーのニーズがあると
いう現状に十分応えきれない。 
第三点は、評価の際に、ＥＢＰＭで言われるようなエビデンス、あるいはデー

タの科学的分析の工夫が限られていることである。 
これは、「行政の評価」全般について言えることである。政府はＥＢＰＭを推

進する方針を打ち出しており、政策評価においてはロジックモデルの重視や共同
研究の取組などが始まっているが、未だに初期段階であり、研究者や専門家との
連携も極めて限定的である。行政評価局調査についても、例えば、政策運営を取
り巻く現状や、時代の流れの中での政策環境の大きな変化について、データ等の
活用の可能性を探るような取組は少ない。 

 
「行政の評価」のあるべき姿 
「行政の評価」について、審議会では、１で述べた課題認識を踏まえ、その克

服に向けて当面取り組むことについて議論した。当面の個々の具体的な取組のア
イデアについてはⅡ、Ⅲで述べる。 
しかし、個々の具体的な取組は、個々にそれ自体を全うすることで足りるもの

ではない。最終的には１で述べた課題についての総合的な改善につながらなけれ
ばならない。このため、審議会は、関係者が、「行政の評価」のあるべき姿を描
き、共有して取り組むことを求める。そのカタチは、球でも立方体でも、あるい
は１本の大木であってもよいが、それを見たとき、立場によって見えてくるべき
姿（特性）が次のようなものであるべきである。 
すなわち、 
① その姿は、しなやかなものでなければならない。これは、主として評価を
実際に行う者の立場からのあるべき姿である。一つの形式・方法・手順にと
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らわれず、必要とされる改善が適時的確に実現することを重視して、評価
し、結果を示すよう行われるべきである。（しなやかな評価） 

② その姿は、役に立つものでなければならない。これは主としてユーザーの
立場からのあるべき姿である。評価は、内容においてユーザーのニーズに応
えられる豊かなものとなるべきであり、態様においてユーザーの使いやす
い、分かりやすいものとなるべきである。（役に立つ評価） 

③ その姿は、納得できるものでなければならない。これは、評価者からもユ
ーザーからも求められる姿である。評価は、研究やデータ、明確な論理等に
裏打ちされた情報を提供するものであるべきである。（納得できる評価） 

 
①～③は、一つのカタチを構成するもので、①と②は、一つのカタチを片側か

ら見たものともう片側から見たものとの関係であり、③は、そのカタチを支える
中身である。 
Ⅱ、Ⅲでは、個々の取組のアイデアを述べるが、その主たる関心に応じて、①

～③の姿に対応する形で整理する。これまで述べてきたことから明らかなとお
り、一つの「行政の評価」の姿（見え方）による整理なので、例えば、①で掲げ
た取組が②や③と全く関係がないという意味ではない。 

 

（参考）「行政の評価」のあるべき姿のイメージ 
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Ⅱ 制度導入後20年を迎える政策評価の改善 
 

これまでの政策評価の取組と課題 
現行の政策評価は、全政府的には平成13年１月に中央省庁等改革の一環として

取組が始まり、政策評価法の施行（平成14年４月）以降、同法の規定に基づき実
施されている。 
取組の開始から令和３年１月でちょうど20年になる。当初は、政策評価を行う

各府省の現場でも慎重、懐疑的な意見が残り、試行錯誤的にスタートしたもの
の、現在では「自らの活動について評価を行い、国民に対しその状況を明らかに
する」という取組は「やって当然」と考えられるほどに定着していると言える。 
内容的にも、政策評価を実施する各府省の工夫、総務省の点検活動や審議会

（前身の政策評価・独立行政法人評価委員会を含む。）を中心に各府省も参画し
て改善方策の取りまとめ等が重ねられ、政策評価の質は、着実に向上してきた。 
しかしながら、現在の各府省の運用実態や今般各府省の担当者から聴取した率

直な意見に耳を傾けたとき、次のような課題があると考えられる。 
① 国民に対する説明のための作業（政策評価書を作成するための作業）が自
己目的化し、実際に行われている政策の立案や見直し・改善のプロセスにお
いて生かされるという評価本来の目的にあった位置づけが軽視される向きも
ある。 

② 政策の質の改善を目指す新たな取組（平成25年から取組が開始された行政
事業レビューや平成29年以降政府で取り組んでいるＥＢＰＭの推進）との関
係が整理されず、各府省の評価担当職員には類似の作業の重複感が募ってい
る。（いわゆる「評価疲れ」） 

③ 平成25年に導入された目標管理型評価は、「施策」を網羅的に対象としつ
つ、標準的なやり方で効率的に評価を実施できることから、各府省が幅広く
行っている。しかし、あらかじめ数値目標を定めて施策の進捗管理等を行う
ことに適した手法ではある反面、無理に目標や指標を設定する事例、通常は
目標による進捗管理があまり意味を持たないような共通的な制度運用につい
てまであえて評価をしている事例なども見られる。目標による管理ゆえに施
策の根本的な見直しに取り組もうとするとき、十分な情報を提供しにくいと
いう限界もある。 
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改善の取組のアイデア 
政策評価もまた、費用や手間をかけて行われる行政機関の所為である。どのよ

うな政策についても様々な角度からの評価は行い得るが、そのあらゆるものを行
うことは現実的ではない。政策の改善等の評価の本来の目的につながる度合いに
応じて、一定の優先順位をつけて取り組むべきことは言うまでもない。「はじめ
に」で述べたとおり、ポストコロナの時代に向けて、行政は、既存の制度を前提
とするのではなく、社会環境の変化等を踏まえて、制度そのものを見直すことも
必要となっており、政策評価の重点の置き方や評価の単位となる政策のとらえ方
など考え方ややり方についても改めるべき点が出てきている。 
そのための取組のアイデアを以下に整理する。なお、取組に当たっては、質の

高い政策評価を実施することを通じて、実際に政策が改善され、また、評価結果
が予算編成過程等で活用されることを実感することで、担当職員のモチベーショ
ン向上が図られるといった視点も重要である。 

 
（１）「しなやかな評価」とするために 

① 施策の特性等に応じた政策評価 
目標管理型評価の過度の偏重を改め、各府省が施策の特性や改善の目的等

に応じて柔軟に多様な評価を行うことができるよう考え方を整理し、明らか
にする。この「考え方」には、現時点で、以下のような事柄を盛り込むこと
が必要と考えられる。 
ア 政策評価では、それぞれの施策の特性や改善等の目的に応じて必要で適
切な評価が実施されることが重要であり、全ての施策を網羅した評価を実
現するために目標管理型評価を行う必要はないこと。 

イ 政策評価を行うときは、対象とする政策や施策の性質や、評価を実施す
る目的等に応じ、最適な評価方法を選択すべきであること。 

ウ 個々の政策評価の対象とする政策や施策のとらえ方や評価の時期（以下
「評価の枠組み」という。）は、評価の本来の目的である政策の改善等に
照らし、有用な評価情報をできるだけ得ようとする観点から、柔軟に考え
るべきであること。一つの評価の枠組みを有用性について考慮することな
く長年にわたって踏襲することは求められていないこと。 
これらの考え方については、同時並行してその実践の仕方についても検討

する必要がある。例えば、イの「最適な評価方法」について、類型化、選択
肢の提示をすること、あるいは「総合評価」の活用方法、既往の評価の枠組
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みを変更する場合の手順などについてである。今後、各府省の協力を得なが
ら、検討を進める必要がある。 

 
② 政策評価の重点化等 

施策ごとに細かい目標や測定指標が多数設定されている評価書が散見され
るが、当該施策の目的との関係で、当初はともかく、現在は意味が乏しくな
っていると考えられるものもみられる。これは、必要な評価作業を合理的に
行う形に改めていく必要がある。 
これについては、施策、目標及び測定指標が、政策目的に対して意味のあ

る形で設定され、重点化が図られるよう、ロジックモデルの活用等により、
高次の政策目標との関係性がより明確になる形で大括りにしてまとめること
や、当該府省の任務との関係で施策の進捗状況を的確に表せるものに絞り込
むなどの対処方法を検討する必要がある。 
 

（２）「役に立つ評価」とするために 
① 政策の改善等への活用を重視した評価プロセスの見直し 

重複なく、効率よく必要な評価が行われるようにするために、政策評価書
をまとめる作業と、実務上、政策の企画・立案、実行等の各段階で行われて
いる政策の効果等の把握・分析等の取組との関係を整理しつつ、政策評価の
作業プロセスを見直すとともに、各府省の政策の効果等の把握・分析等の取
組の質を高めるための支援等を強化する必要がある。その際、評価書の適正
な公表との関係についての考え方も整理する必要がある。 
実務では、政策の企画・立案、実行等の各段階で、その段階の活動と一体

的に、当該政策の効果等の把握・分析等の取組が行われ、その結果を踏まえ
て、政策の立案や、見直し・改善の検討が行われている（例えば、一定の範
囲の所掌事務を網羅するような基本計画や大綱などを策定し、定期的にその
取組状況の点検や評価を行う事例などは典型であろう。）。つまり、政策評
価の実質のある活動が、現に行われている。 
他方、実務で「政策評価」と言う場合、政策を評価して評価書の形にまと

める作業と認識される向きがある。評価書の形にまとめられる内容たる「政
策を評価」する行為が、政策の企画・立案、実行等の段階で行われた効果等
の把握・分析等である場合もあるが、それとは別に評価書にまとめ上げるた
めの検討・分析等が行われることもある。必要な場合もあろうが、高じて、



9 

政策の企画・立案等とは無関係に「政策評価」が行われているとの報告もあ
った。 
このアイデアは、このような実態が、貴重な労力の無駄遣いにならないよ

うにするとともに、政策評価の実質のある活動の質を高めるための支援等を
強化するために、論点を整理し、改善を図ろうとするものである。 

 
② 政策評価的な内容を含んだ分析・検討等の政策評価における活用 

実務で行われている政策の効果等の把握・分析の結果の公表を、政策評価
についての公表と関連付けたり、政策評価結果の公表と位置づけたりするこ
との可否、方法について検討する必要がある。 
①の裏返しであるが、実務で行われている政策の効果等の把握・分析の結

果は、公表されているものが多い。これについて、例えば、政策評価結果と
の公表との関連付けができれば、情報が活用しやすくなる。さらに進んで、
一定の要件のもとに政策評価法の求める政策評価と位置付けることができれ
ば、作業の重複等を防いで合理的であり、政策立案段階における分析等の質
の向上にもつながる。 
なお、内閣官房が取り組んでいる行政事業レビューやＥＢＰＭ推進の取組

との関係についても、作業の合理化の観点も踏まえ、整理する必要があると
考えられる。 
 

③ ユーザーから見て使いやすい評価の枠組みによる評価の促進 
特に国民の関心の高い重要政策の評価等については、例えば、その政策ご

とに評価を行ったり、その政策名で検索すれば評価の内容が分かるようにし
ていくことを検討する必要がある。 
（１）の取組、あるいは①及び②の取組を活用して、ユーザーのニーズに

応じて評価に関する情報を提供できるようにしていくことが狙いである。有
識者の意見や他の機関による評価等の結果、予算要求の際の説明の必要など
を踏まえて、評価の枠組みを設計して政策評価を行うことを促進する。 

 
（３）「納得できる評価」とするために 

① ＥＢＰＭの更なる推進 
政策評価において、ＥＢＰＭの実践が更に進むように、各府省の評価担当

部局の相互連携、情報共有を進める必要がある。 
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総務省と各府省による共同研究や各府省の評価担当部局との連絡会議など
を活用し、ロジックモデルの活用やデータ、ビックデータの解析等によるエ
ビデンスの獲得・活用など、ＥＢＰＭをめぐる諸論点についての研究を深め
る取組を行っていく。 

 
② 研究者との連携 

データ分析や政策評価の研究者等との連携を進める必要がある。 
政策評価の実務を担当する者は、残念ながら必ずしもデータ分析等の技術

や諸外国の類似政策の評価等の情報に通暁しているとは言いがたい。このよ
うな点を補って政策評価の質を向上するために、積極的に研究者等と連携し
て評価を行うことを推奨する。これに関し、行政評価局が委嘱しているアド
バイザーは、各府省においても活用できる。 

 

以上の取組のアイデアについては、各府省の協力を得ながら、検討等を深め、
実践に移していくことが求められ、審議会としても、今後、必要な審議等を行っ
ていく考えである。あわせて、審議会において各府省担当者との意見交換等を行
うとともに、総務省と各府省評価担当者との連絡会議の活性化を図り、現場にお
ける運用実態等の的確な把握や、優良な取組事例の共有などに取り組む。 
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Ⅲ 行政評価局調査の充実 
 

これまでの行政評価局調査の取組と課題 
行政評価局調査は、個々の具体的な施策の担当行政機関とは異なる立場から、

様々な行政上の課題とその解決の方向を探り、関係行政機関や国民に示す機能で
あり、それによって行政の改善につなげることを目的として行われている。 
その調査の対象として、いかなる施策や事業を扱うか（調査テーマ）は、毎年

度、総務大臣が定める計画（行政評価等プログラム）の中で決まる。行政評価局
は、行政相談に現れた国民の関心や全国の調査ネットワークが集めてきた行政運
営に関する情報などから案を作り、また、審議会の意見を求めるなどにより、国
民の目線を取り入れる努力をしているとする。そのような取組は、今後も続けら
れるべきである。現在行っていること以外にも、更に工夫することが望ましく、
適切なテーマの調査で、国民に行政の実情を知ってもらうという考え方が重要で
ある。 
しかしながら、調査結果から改善のための大臣の「勧告」という形を導くこと

を重視するあまり、高い粒度を求めすぎて、調査結果情報の各府省や地域への迅
速なフィードバックにつながらず、肝心の改善のアクションまで時間がかかりす
ぎる例が見られる。また、調査テーマの検討において、勧告可能性を考慮しすぎ
て、政策担当者や国民が知りたい行政運営の実情を明らかにするという調査のも
う一つの役割がおろそかになる向きもある。さらに調査・評価の結論において、
全国一律であることや現行制度の運用の不徹底に過度に焦点が当てられ、偶発事
情や担当者の個別要因による再発可能性の小さな事例であって、個別具体に迅速
な対応・改善を求めることがふさわしいようなものについても、全国に「周知・
徹底を図るべき」とする勧告に結び付けているのではないかと考えられるような
（各府省からは「重箱の隅をつつく」と批判されるような）例もある。 
行政の評価に対するⅠで触れたポストコロナ時代の要請に応えつつ、行政評価

局調査について見られた問題を克服するために、考えられる取組のアイデアを以
下に整理する。 

 
改善の取組のアイデア 

（１）「しなやかな評価」とするために 
① 全国的な調査を行う評価のプロセスの多様化・迅速化 
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評価のプロセスを見直し、調査テーマや調査経過から必要と認められると
きは、実地調査の結果の地域単位での集計・分析・公表、調査結果の全国集
計結果に簡易な説明をつけた公表などを行うバリエーションを設ける必要が
ある。その際、調査開始から調査結果の集計・公表までは１年以内を原則と
して、作業の迅速化を図る。 
全国的な調査を行う評価については、現状では、出先機関（管区行政評価

局等）を動員しての実地調査と全国の結果の集約、総合的な分析を行って、
全国を通じての勧告などの結論を導く必要から、基本的に、「テーマ決定→
調査設計→実地調査→調査結果集計・分析→結果公表・勧告→フォローアッ
プ」までの１本のフローになっている。また、現在においても、調査開始か
ら結果公表までを１年程度で完結することを目指しているとされる。 
しかし、実際は、２年を超えるものも少なくなく、調査結果の活用の可能

性を狭めている（各府省による迅速な対応、地域の行政の実情に関する調査
結果の現地への機動的な還元などが難しくなる。）。この現状の改善と地域
レベルでの貢献度の向上をねらいとする。なお、合わせて、調査の開始時期
についても、原則毎年４、８、12の各月とするのが従来の運用であったが、
スタッフ配分等条件を整えながら、随時に機動的に開始していくこととす
る。 
 

② 調査結果の扱いの多様化 
調査により、現場の担当者の問題ある扱いや個別具体の問題点が見いださ

れた場合、担当府省による迅速な対応・改善が図られることが期待できると
きは、全体の評価報告書がまとまるのを待たずに、当該府省へ通知をする扱
いを可能とすることとし、そのための手順等を整理する必要がある。 
一つのテーマに対する調査結果については、現状、関係機関に対し何らの

改善を求める勧告を中心に、最後に一つの結果報告書にまとめて公表するこ
とが通常である。具体的な改善事項がない場合にも、全ての評価結果を最後
に一つにまとめて報告し、関係府省に「通知」するという扱いである。この
提案は、これらの最終的な成果物よりも、現場における迅速な改善を重視し
た扱いをバリエーションに加えることを提案するものである。 

 
（２）「役に立つ評価」とするために 

① ユーザーとニーズを重視した調査 
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調査のプロセスや調査結果の扱いを選ぶに当たって、当該調査のテーマや
結果に関心を有するユーザーのニーズという視点をこれまで以上に重視する
必要がある。また、他の行政機関の要請に応じた研究や調査にも取り組む必
要がある。 
地方分権や民営化が進んできた現在、行政評価局調査が始まった当初は国

の機関が自ら行ってきた行政の様々な所為を地方公共団体や民間の主体が担
うようになってきているものも少なくない。このような場合に、国の行政機
関のできることは、それらの所為を担うことになった主体に対する指導や要
請となっていることが多い。従来の勧告も、結局、指導や要請による間接的
な是正を求めるものにとどまることが多くなる。 
この現状を踏まえれば、「行政の改善」が速やかに実現し、効果が国民に

いきわたることを確保するために、行政評価局が「個々の具体的な施策の担
当行政機関とは異なる立場」と全国の調査のネットワークを生かして、担当
府省に限らず多くの関係機関の協力を得ながら、実情を虚心坦懐に把握、評
価して、それぞれの主体的な改善を促すと言うアプローチが効果的と考え
る。（１）で掲げた取組はそのようなアプローチを可能とする手段となる。 

 
② 中期的な調査主題の設定 

中期的（３～5年程度）に取り組む調査主題を設定して、それに沿って各年
に調査する対象を選んでいくアプローチを確立する必要がある。 
「個々の具体的な施策の担当行政機関とは異なる立場」を生かした調査に

は、担当府省の相違を超えて、施策の対象となる者や実施手段の性格の共通
性など別の次元からの比較や評価を可能とする利点がある。これはユーザー
サイドから見た政府横断的な課題など、施策の担当府省とは異なる捉え方で
の課題の提示にもつながる。また、地域性や個別性が高いが、多くの分野の
施策の総合であるような計画行政などについては、ある時点で全国横並びの
調査をする必要はなく、むしろ、個別性や地域性を考慮した踏み込んだ各地
の調査を、数年間に分けて計画的に実施していくアプローチが有効な場合が
あると考えられる。 
例えば、これまでも「行政の少子化への対応」を念頭において、子育て支

援や養護などの施策を数年にわたって調査した例もあった。審議会は、当面
考えられる中期的な主題として、マイナンバー・マイナンバーカードの活用
も含めた社会全体のデジタル化が進展する中における「行政のデジタル
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化」、「行政計画」、「様々な公的活動を担ういわゆる『行政ボランティ
ア』」などがあると考える。 

 
③ 長期的な社会経済変化のトレンドの考慮 

調査対象とした施策に関して、30年以上の長期にわたって同一又は類似の
目的の下に行われている施策群があるときには、当該施策群をめぐる環境の
長期的な変化のトレンドを考慮し、評価を行う必要がある。 
長い経緯のある施策では、過去から施策の前提や手法などが引き継がれて

残っていることがある。施策の変更の際にその変更の直接の原因であった
り、目的であったりしたものであれば、見直されているが、それと意識され
ずに踏襲されてしまうことがあるからである。例えば、様々な施策を住民に
広報する際に自治会などの地縁団体が行っている回覧板を使うことに、30年
前と同じ効果を期待できるだろうか。ポストコロナではどうだろうか。高校
進学率が100％に近い現在と70％超程度だった昭和40年とで、10代後半の世
代の学校以外の生活その他の活動の場について配慮すべき事柄は異なってく
ることは容易に想定できる。施策の適用を受ける国民の意識の変化もあるだ
ろう。評価をする施策の効率は、これらの変化によっても影響を受けるはず
である。「はじめに」で述べた「従来の社会環境を前提に構築されてきた仕
組みそのものを問い直し、持続可能なものに抜本的に改善していく」必要が
生じてきている現在、これらのトレンドについての考慮は評価において不可
欠と考えられる。 

 

（３）納得できる評価とするために 
① ＥＢＰＭの更なる推進 

行政評価局調査においても、評価結果に基づく改善策の提案や（２）①の
取組において、各府省のＥＢＰＭの実践が更に進むように配慮する必要があ
る。 
調査結果に基づき、現行の運用以外の選択肢などが考えられる場合であっ

ても、現在の行政では、一つの選択肢を選べば抱えている課題が全て解決す
るとまで言える例は少ない。最終的には、担当の機関において、実際に運用
し、相対的に比較しない限り、優劣を決定づけられない場合も少なくない。
そのような場合、エビデンスに基礎づけられた検討を各府省が主体的に行う
ことを促すという結論を出すことも検討すべきである。 
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② 施策をめぐるデータの重視 

調査の際に、対象となる施策や調査対象についてのデータを集めることを
重視する必要がある。そして、法令上の問題がない限り、評価結果の内容や
妥当する範囲について、ユーザーが理解しやすくなる情報を整理して評価結
果とともに公表する必要がある。 
現在の行政においては、個々の対象の特性に応じたきめ細かな配慮が求め

られることが多い。したがって、調査結果を踏まえて評価をする際には、そ
の調査の対象ごとの個別の事情などを考慮に入れる重要性が増している。ま
た、改善の方向性として現行の運用以外の選択肢などが考えられる場合であ
っても、現在の行政では、一つの選択肢を選べば抱えている課題が、他の問
題を生ずることなく全て解決するとまで言える例は少ない。最終的には、担
当の機関において、実際に運用し、得られたデータについて比較、評価をし
て、優劣を決定づける必要も生じ得る。そのような場合に、エビデンスに基
礎づけられた検討を各府省が主体的に行うことを促すという結論を出すこと
も検討すべきである。 
なお、これは（２）③の取組を技術の面で支える取組でもあると考える。 

 
③ 研究者との連携 

データ分析や各種施策の研究者等との連携を進める必要がある。 
調査の企画や評価の時点で、今以上に研究者等の知恵を取り込んでおくこ

とは、より良い評価につながる。 
  



16 

おわりに 
審議会としては、この提言を受けて、行政評価局が、各府省の協力を得ながら、

検討や業務のやり方の変更を実現することを期待する。今後の取組については、審
議会も引き続き関心を持ち、あるいは、取組の中に位置づけられればその役割を果
たしていく。 

 


